
 

ホイールクレーンの過巻防
⽌装置が誤作動して巻上が
急停⽌し、つり荷が落下

 

 本災害は、鉄塔の組み⽴て作業において、ホイールク
レーンにより鉄塔部材を最⾼速度にて巻き上げていたと
ころ、突然、過巻防⽌装置の誤作動により巻上げが急停
⽌し、その反動でジブが折れ曲がり、つり荷の鉄塔部材
が落下したものである。

  災害が発⽣した⼯事は、既設鉄塔の移設を⾏うもの
で、既設鉄塔4基の撤去、鉄塔5基の新設、⾼圧電線の
移設が主な⼯事の内容である。

  災害当⽇は、朝から9名の作業者により3基⽬の鉄塔
（⾼さ41m）の組⽴作業に取りかかっていた。⾼さ28
mの部分まで組⽴てが終了した後、その上に据えつける
箱型の鉄塔部材（⾼さ5.9m、重量1.2t）を地上からホ
イールクレーンによりつり上げ、最⾼速度で巻き上げ
た。つり荷が23mの⾼さに巻き上がったとき、突然、
過巻防⽌装置が作動して巻上が急停⽌した。その反動に
より、主ジブ及び補ジブが⼤きく上下に揺れ、主ジブの
先端部分が折れ曲がり、つり荷の鉄塔部材が補ジブとと
もに地⾯に落下した。なお、地上にいた作業者は、鉄塔
部材をつり上げる際に、退避していたため、けがはなか
った。

  災害が発⽣したホイールクレーンは、ジブ先端に付い
て過巻防⽌装置の配線に接触不良があることが分かっ
た。災害発⽣時、ホイールクレーンは重量のあるつり荷
を最⾼速度で巻き上げていたため、ジブ等に⼤きな振動
が起き、ジブ先端の配線に接触不良が⽣じて断線状態と
なったことにより、過巻防⽌装置が作動したものであ
る。

  災害が発⽣したホイールクレーンについて、過巻防⽌
装置の誤動作による巻上の急停⽌は、本⼯事中に2回発
⽣していたが、いずれの場合も、その後正常に使⽤でき
たため、メーカーへの問合せ、点検等による原因究明を
⾏っていなかった。また、異常発⽣について、⼯事⽇報
等に記載されず、現場責任者への報告もされていなかっ
た。

  なお、本⼯事の作業者に対する安全衛⽣教育は、クレ
ーンによる⽟掛け作業と⾼所作業についてのみ実施さ
れ、機械設備の保守点検や異常発⽣時の措置等に関する
ことは教育されていなかった。
 この災害の発⽣原因は、ホイールクレーンに⽣じた過
巻防⽌装置の配線の接触不良による誤作動について、直
ちに原因究明や修理を⾏うことなく、そのまま放置し使
⽤し続けたことであるが、これらが⾏われなかった要因
として次のことが考えられる。
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1 誤作動の発⽣について、現場責任者に報告されなか
ったこと

  過去に発⽣した過巻防⽌装置の誤作動について、⼯
事⽇報に記載されず、現場責任者への報告もされなか
った。そのため、現場責任者はホイールクレーンの異
常について認識していなかった。

2 安全衛⽣教育の内容が不⼗分であったこと
  作業者に対する安全衛⽣教育は実施されていたが、

機械設備の保守点検や異常発⽣時の措置等に関するこ
とは教育されていなかった。そのため、ホイールクレ
ーンの異常が放置された。

 同種災害の防⽌のためには、機械設備に発⽣した異常
についてはメーカーへの問合せ、点検等を⾏って原因究
明を⾏い、修理改善の後、使⽤することが必要であり、
このためには次のような対策を徹底しなければならな
い。なお、⼯期の都合上、使⽤を中⽌できないものにつ
いては、直ちに代替の機材を⼿配することも重要であ
る。
1 機械設備に発⽣した異常については、直ちに現場責

任者に報告すること
  機械設備に発⽣したい異常については、些細なもの

であっても必ず現場責任者に報告する。さらに、⼯事
⽇報等に記載し、関係者全員に周知させることも重要
である。現場責任者は報告に基づいて点検、修理等の
対策をとらなければならない。

2 作業の内容に応じた安全衛⽣教育を実施すること
  作業者には、作業や⼯事の内容に応じた必要な事項

を全て教育し、安全な作業⽅法の周知徹底する。特に
⾮定常作業や異常発⽣時の対応についても教育してお
くことが必要である。

業種 電気通信⼯事業
事業場規模 5〜15⼈
機械設備・有害物質の種類
(起因物)

移動式クレーン

災害の種類(事故の型) 崩壊、倒壊
建設業のみ ⼯事の種類 電気通信⼯事

災害の種類 クレーン等で運搬中のものが⾶来・落下
被害者数 死亡者数︓－ 休業者数︓－

不休者数︓－ ⾏⽅不明者数︓－
発⽣要因(物) 設計不良
発⽣要因(⼈) コミュニケーションなど
発⽣要因(管理) 不安全な⾏動のないもの
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